
主目的 3 13 2

副目的

款 項 目 大 中

虚弱高齢者等又はその家族の生活の安定を図る。

担当係

2

老人福祉法第11条第1項に基づき、環境上・経済的理由などにより居宅での養護、または介

護が困難な方に対して養護老人ホームなどへの入所措置を図ることにより、虚弱高齢者等

又はその家族の生活の安定を図る。

・養護老人ホームへの入所

　　　対象者：環境上・経済的理由により居宅での養護が困難な方。

・特別養護老人ホームへの入所

　　　対象者：虐待等やむを得ない理由により居宅での介護が困難な方。

　　　入所相談、ケース記録の作成、入所準備及び依頼事務、措置費の支払い、

長寿介護課

長寿福祉係

3

平成３０年度以降

高齢者福祉

総合計画

分野別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

老人福祉法第11条第1項、小牧市老人福祉法施行細則第4条、小牧市老人ホーム入所措置事務取扱要綱

1

事業期間

高齢者の地域での生活を支援する

5

平成１２年度以前

保健福祉

3

～

予算区分

内容

（手段）

担当部

根拠法令・個別計画

事業番号 128

平成25年度 事務事業評価シート平成25年度 事務事業評価シート平成25年度 事務事業評価シート平成25年度 事務事業評価シート
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一般会計 担当課会計区分

事務事業名 老人保護措置事業

事業類型 法定受託系
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24,173

0

Ｈ22決算額

30,444

28,845

　　　入所相談、ケース記録の作成、入所準備及び依頼事務、措置費の支払い、

　　　歳末慰問、入所継続のための調整等。

◆24年度直接経費の内訳

　老人保護措置費　28,763千円       その他施設入所者見舞金等　82千円

◆25年度直接経費の内訳

　老人保護措置費　33,000千円　     その他施設入所者見舞金等　129千円

92.4

0.30

小牧市老人福祉法施行細則等による入所者負担金あり。

0

従事者数

人件費
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（手段）

対前年比

正職員

従事者数

31,705

その他職員
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人件費

7,564千円 10,4188,772 7,752その他財源 7,564
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事業の

達成状況

活動指標名

被措置者のべ人数

22
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老人福祉法第11条第1項に基づき、環境上・経済的理由などにより居宅での養護、ま

たは介護が困難な方に対して養護老人ホームなどへの入所措置を図ることにより、

虚弱高齢者等又はその家族の生活の安定が図れている。平成24年度は22人の措置

を行った。

事業実施におけ

る課題
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度度度度

のののの

実実実実

施施施施

H25H22

高齢化率の上昇に伴い、高齢者虐待などの困難事例が増加している。

平平平平

成成成成

２２２２
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年年年年

度度度度

のののの

改改改改

善善善善

内内内内

容容容容

方向性の判定

高齢者虐待などの困難事例において、施設入所の対応ができなくなり、虚弱高齢者

等又はその家族の生活の安定が図れなくなる。

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

維　持

事業を縮小・

廃止したときの

影響

一次評価のとおり。

判　定　理　由

事事事事
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度度度度
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業業業業
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方方方方

向向向向

性性性性

高齢化率の上昇に伴い、高齢者虐待などの困難事例も増加するので、適切に入所措

置を行います。

方向性の判定

２６年度以降

の改善案

引き続き、措置を必要とする対象者に対し入所措置を行います。

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

維　持

高齢者虐待などにより居宅での生活が困難な方に対して、高齢者虐待を解消する手

段として入所措置を行うために必要であるため。

判定理由

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）

２５年度における

事業の改善・見

直し内容（新規追

加事項、廃止・削

減事項等）


